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労務費に関する基準の実施について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、中央建設業審議会では、建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総

合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和６年９月

に労務費の基準に関するワーキンググループを設置し、令和７年１０月の第１１回ワー

キンググループにてとりまとめられた労務費に関する基準案について審議を行った結

果、別添１のとおり基準を作成することとし、その実施について建設業法第３４条第２

項の規定に基づき別紙のとおり勧告が行われました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆様に

対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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